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（適格請求書発行事業者公表サイト） 

【答】  

「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」では、交付を受けた請求書等に記載された登録

番号を基にして検索する方法により、適格請求書発行事業者の氏名・名称や登録年月日などの

公表情報を確認することができます。 

なお、相手方から交付を受けた請求書等に記載がある登録番号に基づき、検索を行った結果、

該当する公表情報がない場合（交付を受けた請求書等の記載内容と異なる情報が表示される場

合を含みます。）、請求書等に記載された登録番号が誤っている可能性などがありますので、ま

ずは、相手方にご確認いただきますようお願いします。 

（参考） 「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」には、登録番号を基にした検索のほか、

システム間連携のためのWeb-API機能や公表情報に係るデータのダウンロード機能があ

ります。これらの機能の詳細については、同サイトで仕様公開しておりますので、ご確

認ください。 

 

（登録番号の効率的な確認方法） 

【答】 

登録番号の有効性を効率的に確認する方法として、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイ

ト」の Web-API 機能又は公表情報ダウンロード機能を利用する、あるいはこれらの機能に対応

している会計ソフト等を導入するなどの方法が考えられます。 

① Web-API 機能 

    利用者の皆様が保有するシステムからインターネットを経由して、簡単なリクエストを送

信していただくことで、指定した登録番号で抽出した情報、指定した期間で抽出した更新（差

分）情報を取得するための、システム間連携インターフェース（データ授受の方式）を提供

するものです。 

② 公表情報ダウンロード機能 

前月末時点に公表しているデータの最新情報を、全件データファイルとして提供するとと

もに、新規に適格請求書発行事業者として登録された事業者の情報のほか、公表情報の変更・

追加や失効年月日等の情報をダウンロードすることができます。 

※ 個人事業者については氏名等の情報を削除して提供しています。 

なお、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」の検索機能（登録番号を利用して適格請求

書発行事業者の情報を表示する機能をいいます。）に対して、いわゆるスクレイピングなど、プ

ログラムを用いて公開している情報を取得する行為については、本サイトの利用規約上禁止し

ています。 

 

 

 

問 20 適格請求書発行事業者公表サイトでの適格請求書発行事業者の公表情報の確認方法につ

いて教えてください。【令和５年 10 月改訂】 

問 21 当社は取引先が多いため、登録番号の有効性の確認を効率的に実施したいと考えていま

す。どのような方法がありますか。【令和５年４月追加】【令和５年 10月改訂】 


